
 

令和８年度 東京都指導農業士の認定手順及びスケジュール 

 

（受付期間）７月１日（水）～８月 31日（月）  

 ア 申請希望者は、事前相談用に「チェックリスト」及び「東京都指導農業士認定申請書、身上

調書、経営調書」を作成し、農業委員会事務局(農業委員会がない場合は区市町村の農政所管

課の担当)にてご相談ください（書類の作成方法や認定基準などご不明な点は、管轄の農業改

良普及センターなどの関係機関にもお問い合わせください。また、できるだけ電子ファイル

（各調書は様式のエクセル形式）にて作成をお願いします。） 

 イ 提出を受けた農業委員会事務局(農業委員会がない場合は区市町村の農政所管課)は、東京

都への事前相談を必ずお願いします。東京都（本庁農業振興課普及担当、島しょ地域は支庁農

務(産業)担当経由）に事前相談用の書類一式等を、電子申請システム LOGOフォーム、電子メ

ール(メールの場合はファイルを暗号化してください)又は書面により送付して下さい。LOGO

フォームの URLは次のとおりです。 

   https://logoform.jp/form/tmgfo7rm/637520 

 ウ 東京都では関係機関と内容を確認の上、農業委員会事務局を経由し、確認した内容等につ

いて申請希望者にご連絡いたします。 

 

 

（受付期間）８月３日（月）～９月 24日（木）（又は農業委員会が示す日まで） 

 （１）申請者→農業委員会等へ提出する場合 （本人申請：認定要領第２の１） 

   １の手続き後、申請者は、農業委員会(農業委員会がない場合は区市町村農政所管課）に東

京都指導農業士認定申請書、身上調書、経営調書を提出してください（できるだけ電子ファイ

ル（各調書は様式のエクセル形式）にて作成し、提出して下さい）。 

   農業委員会は、推薦を決定した後、電子申請システム LOGOフォーム（https://logoform.jp/ 

form/tmgform/637522）、電子メール又は書面により提出してください。 

 （２）農業改良普及センター所長、島しょ農林水産総合センター島しょ農業振興担当課長の推

薦の場合 （普及センター推薦：認定要領第２の２） 

  農業改良普及センター所長及び島しょ農林水産総合センター島しょ農業振興担当課長は、被

推薦者の同意のもと、農業委員会(又は区市町村の農政所管課)に東京都指導農業士認定推薦

書、身上調書、経営調書を提出します。 

   農業委員会は、推薦を決定した後、（１）と同様に東京都に提出してください。 

 

 ※ 認定された指導農業士の情報は、（公財）東京都農林水産振興財団、東京都農業会議、農業

振興事務所、島しょ農林水産総合センター及び支庁で共有させていただきます。 

 ※ ご本人の同意がある場合は、農業体験研修及び農業技術研修等の円滑な実施に向け、指導

農業士の生産者情報のうち、氏名、在住区市町村及び実施できる研修作目の範囲で東京都農

林水産振興財団、東京都等のホームページに掲載いたします。 

１ 事前相談（本人申請の場合（認定要領第２の１）） 

２ 認定申請書の農業委員会等への提出 



 

 

 

 提出期限 10月９日（金） 

※ 農業委員会長等は認定要件を満たすと思われる者について、推薦書を１部添付し、東京都

（本庁農業振興課普及担当又は各支庁農務・産業担当）に申請書を提出します。（認定要領第

２の３）。農業委員会長自らが申請する場合は、職務代理名で提出します。 

 

 

 

 開催日 11月上旬を予定  

 

 

 

 発送 11月 中下旬頃を予定  

※ 本人と農業委員会等にそれぞれ認定のお知らせを送付します。 

 

 東京都指導農業士認定式 

12月～２月頃の開催を予定しています。認定された方はご参加ください。 

 ※ 本人と農業委員会等にそれぞれ開催の通知を送付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事前相談及び申請書等の提出先 

 ・区部及び多摩地域 ⇒ 東京都農業振興課普及担当（本庁） 

 ・島しょ地域 ⇒ 各支庁産業課農務担当（大島、三宅、八丈）、産業担当（小笠原） 

３ 農業委員会等の推薦及び都への提出 

４ 東京都指導農業士認定審査会の開催 

５ 東京都指導農業士認定決定の通知 

農業委員会 

② 申請（9／24まで（農業委員会により締切が異なる場合があります）） 

申請者（農業者） 

（①が終了してから②へ） 

③ 推薦（10／９まで） 

※ 農業委員会長の推薦書を添付して提出 

日まで） 

 

 

東京都農林水産部（島しょは支庁経由） 

農業改良普及センター 

（伊豆諸島は、島しょ農林水産センター） 

認定までの流れ（フロー図） 

※ 認定審査会（11月上旬予定） 

①’ 推薦 

農業委員会事務局 

※ 農業委員会がない場合は、区市町村の

農政所管課（以下、同じ） 

東京都 

認定証の交付 

① 事前相談（8／31まで） 

 （農業委員会により、早い締切を設定する場合があります） 


